
豊 橋 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

令和元年６月 27 日  開 催 

署  名  者 

豊橋市教育委員会    山 西 正 泰 教育長 

高 橋 豊 彦 委 員 

内 浦 有 美  委 員 

豊  橋  市  教  育  委  員  会 





令和元年６月 27 日（木）午後３時 00 分、豊橋市教育委員会定例会を教育委

員会室において開催し委員参集す。 

出席委員 

山 西 正 泰 教育長 、 高 橋 豊 彦 委 員 、 渡 辺 嘉 郎 委 員 、

内 浦 有 美 委 員 、 中 島 美奈子 委 員

説明のため出席した職員 

豊橋市教育委員会事務局        大 林 利 光  教 育 部 長 

駒 木 正 清  教 育 監 

角 野 洋 子  教 育 政 策 課 長 

浅 倉 淳 志  教育政策課主幹 

                  木 下 智 弘  学 校 教 育 課 長 

三 浦 猛 志  保 健 給 食 課 長 

石 川 和 志  生 涯 学 習 課 長 

                  田 中 久 雄  図 書 館 長 

三 世 善 徳  美術博物館副館長

河 合 俊 夫   科学教育センター事務長



議 事 日 程 

５月定例会会議録の承認 

１ 議案 

  議案第３号 豊橋市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する規則の一部を改正する規則について 

議案第４号 豊橋市立小・中学校通学区域審議会への諮問について 

  議案第５号 豊橋市立小・中学校空調設備運用指針について 

２ 報告事項 

(1) 令和元年６月市議会定例会における一般質問について 

(2) 小中学校空調設備整備事業について 

(3) サウンディング調査について 

(4) 令和元年度豊橋市教育、体育、文化表彰について（非公開） 

(5) 小学校運動部活動と大会について（非公開） 

(6) 八町小学校イマージョン教育について（非公開） 

(7) 分身ロボット「OriHime」導入開始について（非公開） 

３ 定例会の日程等について



（教育長） 

それでは、ただ今から、豊橋市教育委員会６月定例会を開催します。 

最初に、会議録署名者の決定をしたいと思います。教育委員会会議規則第

２３条により、私から指名させていただきます。 

今回は、高橋委員と内浦委員にお願いしたいと思いますが、ただ今の指名

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

（教育長） 

ご異議もありませんので、そのように決定いたしました。 

それでは、議事日程に沿って進めてまいりたいと思います。 

「５月定例会の会議録の承認」ですが、これについて何かご意見はござい

ませんか。 

（｢特になし｣の声あり。） 

（教育長） 

特にご意見、ご質問もありませんので、この内容により公開して参ります。 

それでは、「日程第１ 議案」に移りたいと思います。 

議案第３号「豊橋市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する規則の一部を改正する規則について」を事務局から説明してください。 

■保健給食課長 議案第３号 説明 

  （教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問などはございませんか。 

（渡辺委員） 

   規格の名称が変わっただけですか。 

（保健給食課長） 

   そのとおりです。公務災害補償の内容に変更はありません。 



（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

特にないようですので、議案第３号は原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（｢異議なし｣の声あり。） 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第４号「豊橋市立小・中学校通学区域審議会への諮問について」

を事務局から説明してください。 

■教育政策課長 議案第４号 説明 

  （教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問などはございませんか。 

（高橋委員） 

   通学区域審議会では特認校について諮るとして、イマージョンクラスの募

集の条件等の告知はどうされますか。 

（教育政策課長） 

   通学区域審議会の規定に基づき、八町小を特認校に追加することのみお諮 

りします。その後、制度の詳細は要綱等により定め、告知して参ります。 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

特にないようですので、議案第４号は原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（｢異議なし｣の声あり。） 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第４号は原案のとおり決定いたしました。 



次に、議案第５号「豊橋市立小・中学校空調設備運用方針について」を事

務局から説明してください。 

■教育政策課長 議案第５号 説明 

  （教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問などはございませんか。 

（渡辺委員） 

   ＷＢＧＴ（暑さ指数）は毎日学校で計っているのですか。 

（教育政策課主幹） 

  学校では計りません。 

（渡辺委員） 

   今回導入の空調設備と従来のものはメンテナンスの仕方が異なりますが、

統一はできないのですか。 

（教育政策課長） 

   事業者は、設置した空調設備しかメンテナンスを行いません。従来のもの

については、それぞれ稼働年数・条件が異なるため、他の事業者が管理でき

ず責任が取れないということで、今回の契約の中に従来の設備のメンテナン

スは含まれておりません。 

（渡辺委員） 

   教室以外の設備で壊れたものについては、順次入れ替わっていくかと思い

ますが、そのメンテナンスも設置業者が行いますか。 

（教育政策課長） 

   教室の設備は業者が行いますが、教室以外のものは従前通り、学校がフィ

ルターの清掃などのメンテナンスをすることになります。 

（教育長） 

   将来的に今回の設備と学校備品との区分けができず、学校現場が混乱しな

いか心配です。 



（教育政策課主幹） 

   年度当初に区分けを通知する等の対策を検討いたします。 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

特にないようですので、議案第５号は原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（｢異議なし｣の声あり。） 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第５号は原案のとおり決定いたしました。 

次に「日程第２ 報告事項」に移ります。 

報告事項（１）「令和元年６月市議会定例会における一般質問について」

を事務局から説明してください。 

■教育政策課長 説明 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

特にないようですので、次に、報告事項（２）「小中学校空調設備整備事

業について」を事務局から説明してください。 

■教育政策課主幹 説明 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

（高橋委員） 

   国の補助金は交付される見込みですか。 

（教育政策課長） 

   今年度中に施工完了を条件に内示をいただいております。 



（渡辺委員） 

   空調のエネルギーはすべてガスということですが、電気という選択肢はな

かったのですか。 

（教育政策課主幹） 

   今回、公募型プロポーザル方式で業者選定をしておりますが、株式会社中

部を代表とする一グループのみが参加し、ガスでランニングコストを抑える

ことができる提案で、すべてガスの結果となりました。 

（高橋委員） 

   一者となったのは、他の事業者では条件に対応できず、株式会社中部さん

が使命感を持って手を挙げてくれた図式なのかもしれないですね。 

（教育政策課長） 

年度内に施工完了という条件により非常にハードルが高かったようです。 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

特にないようですので、次に、報告事項（３）「サウンディング調査につ

いて」を事務局から説明してください。 

■生涯学習課長 説明 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

（渡辺委員） 

 現在、野外教育センターは何人宿泊できるのですか。 

（生涯学習課長） 

 200 人です。 

（渡辺委員） 

 中学校は対象にしていないのですか。 



（生涯学習課長） 

 小学校のみです。 

（渡辺委員） 

対象施設の両方を合わせた形でやるものですか。 

（生涯学習課長） 

 自由な形で意見をいただきます。 

（渡辺委員） 

 少年自然の家から海までの道は使えませんか。 

（生涯学習課長） 

 非常に難しいと思います。 

（高橋委員） 

現施設の今後の活用を検討する理由はコスト上のものですか。防災上の制

限等があるのですか。 

（生涯学習課長） 

防災上の理由が大きいです。危険な道が使えないという判断によるもので

す。 

（高橋委員） 

ＮＰＯが行っている津波避難路の整備に該当する地域ですか。 

（生涯学習課長） 

 該当しません。 

（教育長） 

野外教育センターに津波が到達する可能性はないのですか。 

（生涯学習課長） 

 ７月１日に規定が変わりますが、現状は範囲外ですので大丈夫です。 



（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

特にないようですので、次に、報告事項（４）から報告事項（７）ですが、

これらの案件は、豊橋市において今後、調整・検討を要する意思形成過程の

案件でありますので、豊橋市情報公開条例第６条第１項第６号の規定により

非公開として行いたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり。） 

（教育長） 

異議もございませんので非公開で行います。 

それでは、報告事項（４）「令和元年度豊橋市教育、体育、文化表彰につ

いて」を事務局から説明してください。 

【非公開】

次に、報告事項（５）「小学校運動部活動と大会について」を事務局から

説明してください。 

【非公開】

次に、報告事項（６）「八町小学校イマージョン教育について」を事務局

から説明してください。 

【非公開】

次に、報告事項（７）「分身ロボット「OriHime」導入開始について」を事

務局から説明してください。 

【非公開】

次に、「日程第３ 定例会の日程等について」ですが、事務局から説明を

してください。 

■教育政策課長 説明 



（教育長） 

ほかに何かありませんか。 

ないようでしたら、以上をもちまして、本日の予定を終了いたします。 

ありがとうございました。 



午後 4時 30 分  閉会 

豊橋市教育委員会教育長 

委 員 

委 員 


